
地
公
労
（
埼
教
組
、
埼
高
教
、
県
職
）

は
、
五
月
二
七
日
、
「
定
年
の
引
き
上

げ
に
関
す
る
要
求
書
」
に
基
づ
く
第
二

回
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
埼
教
組
か
ら

は
一
〇
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

交
渉
に
先
立
ち
、
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
署
名
の
提
出
を
し
ま
し
た
。
合

計
三
四
八
九
筆
。
埼
教
組
の
合
計
は
四

四
三
筆
に
な
り
ま
し
た
。

四
月
二
六
日
の
第
一
回
交
渉
で
は
、

次
の
五
点
が
論
点
と
し
て
浮
か
び
上
が

り
ま
し
た
。

①
給
料
七
割
は
不
当

②
再
任
用
の
処
遇
改
善

③

高

齢

期

職

員

の

多

様

な
働
き
方

④
継
続
的
な
新
規
採
用

⑤
抜
本
的
な
定
数
増

当
局
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
制
度
の

新
た
な
導
入
に
つ
い
て
、
冒
頭
に
回
答

し
ま
し
た
。


六
〇
歳
を
超
え
て
も
み
な
さ
ん
、
学

年
主
任
や
生
徒
指
導
主
任
な
ど
学
校
現

場
の
中
心
で
活
躍
し
て
い
る
。
そ
れ
な

の
に
、
ど
う
し
て
給
与
が
七
割
に
な
る

の
か
。
定
年
前
同
様
に
手
当
も
必
要
。


前
回
の
回
答
で
、
「
生
活
に
不
安
を

感
じ
る
こ
と
な
く
」
と
あ
っ
た
が
、
不

安
を
感
じ
る
。
今
日
は
交
渉
の
時
間
設

定
が
早
か
っ
た
の
で
、
参
加
で
き
て
い

な
い
人
も
た
く
さ
ん
い
る
。
我
々
の
後

ろ
に
は
何
百
人
も
の
組
合
員
が
い
る
こ

と
を
感
じ
て
ほ
し
い
。


定
年
引
き
上
げ
問
題
に
つ
い
て
、
教

職
員
の
関
心
が
高
い
。
署
名
も
、
ほ
と

ん
ど
の
職
員
が
書
い
て
く
れ
た
。
高
齢

者
だ
け
で
な
く
、
若
い
人
に
も
関
わ
る

こ
と
だ
。


実
習
生
に
「
先
生
に
な
る
の
、
や
め

と
き
な
」
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
以

前
は
、
「
が
ん
ば
れ
」
と
言
っ
て
い
た

の
に
。


ビ
ル
ド
・
ビ
ル
ド
・
ビ
ル
ド
の
学
校

現
場
で
６
５
歳
ま
で
働
き
続
け
る
こ
と

は
困
難
だ
。


ギ
リ
ギ
リ
の
働
き
方
で
頑
張
っ
て

い
る
若
い
教
員
も
、
定
年
引
き
上
げ

の
問
題
に
関
心
が
あ
る
。
六
五
歳
ま
で

働
き
続
け
ら
れ
る
の
か
、
給
与
は
ど
う

な
る
の
か
。
日
本
一
働
き
や
す
い
埼
玉

の
先
生
と
い
う
が
、
よ
り
よ
い
教
育
条

件
や
労
働
条
件
が
必
須
で
あ
る
。


高
齢
者
部
分
休
業
制
度
を
導
入
す
る

の
は
よ
い
が
、
現
行
再
任
用
制
度
よ
り

劣
る
。
育
児
部
分
休
業
と
一
緒
で
は
だ

め
。
フ
ル
タ
イ
ム
の
後
補
充
が
な
け
れ

ば
学
校
が
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
、
申

請
す
れ
ば
と
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

絵
に
描
い
た
餅
で
あ
る
。


高
齢
者
部
分
休
業
に
つ
い
て
、
学
校

の
教
育
力
を
下
げ
な
い
こ
と
と
、
安
心

し
て
取
れ
る
こ
と
が
大
事
。
フ
ル
タ
イ

ム
で
な
い
と
担
任
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
は
難
し
い
の
で
、
部
分
休
業
制
度
に

つ
い
て
は
定
数
外
に
し
て
、
フ
ル
タ
イ

ム
を
配
置
す
る
べ
き
。


高
齢
者
部
分
休
業
制
度
に
つ
い
て
、

育
児
部
分
休
業
制
度
に
な
ら
っ
て
後
補

充
を
つ
け
な
い
と
い
う
が
、
育
児
部
分

休
業
制
度
で
も
後
補
充
を
つ
け
る
べ
き
。

「
子
ど
も
を
産
ん
で
ご
め
ん
な
さ
い
」

「
年
を
と
っ
て
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
言

わ
せ
る
な
。


司
書
・
学
芸
員
の
新
規
採
用
が
一
五

年
間
途
絶
え
た
。
新
規
採
用
が
途
絶
え

る
と
人
材
不
足
に
な
り
、
業
務
の
継
承

が
で
き
な
く
な
る
。
県
民
サ
ー
ビ
ス
が

低
下
す
る
。
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・
勤
務
時
間
の
２
分
の
１
を
超
え
な

い
範
囲
内
（
１
９
時
間
ま
で
）

・
職
場
へ
の
影
響
を
で
き
る
限
り
少

な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学

校
現
場
に
お
け
る
実
態
に
配
慮
し
、

後
補
充
の
在
り
方
を
含
め
た
配
置
上

の
工
夫
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討

し
、
組
合
と
交
渉
・
協
議
す
る
。

・
後
補
充
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲

内
で
フ
ル
タ
イ
ム
を
含
め
た
配
置
に

つ
い
て
検
討
す
る
。


予
算
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
財

政
関
係
部
局
と
し
っ
か
り
調
整
す
る
。


勤
続
四
〇
年
に
達
し
た
教
職
員
を

対
象
と
す
る
な
ど
、
職
務
専
念
義
務

免
除
の
創
設
に
向
け
協
議
を
進
め
る
。


衛
生
管
理
者
・
推
進
者
や
産
業
医
、

共
済
組
合
と
連
携
し
、
検
討
を
進
め

る
。

県
当
局
に
よ
る
最
終
回
答
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定
年
引
き
上
げ
ニ
ュ
ー
ス

第
二
回
地
公
労
団
体
交
渉
（報
告
）

高
齢
者
部
分
休
業
制
度

高
齢
者
部
分
休
業

地
方
公
務
員
法
第
二
六
条
の
三
に

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
条
例
で
定
め

る
年
齢
に
達
し
た
職
員
が
申
請
し
た

場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
に
支

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
一
週

間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤

務
し
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。

こ
れ
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
退
職
し

な
く
て
も
短
時
間
勤
務
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

参
加
者
の
発
言

高
齢
期
職
員
の
健
康
管
理
等

職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン



今
回
の
交
渉
で
当
局
が
提
案
し
て

き
た
「
高
齢
者
部
分
休
業
」
。
「
定

年
前
再
任
用
短
時
間
」
と
比
べ
た
時
、

我
々
教
職
員
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
メ

リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
考
え
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
下
の
表
に
ま
と

め
ま
し
た
。

①
再
任
用
短
時
間
よ
り
も
、
給
与
が

高
い
。

②
休
業
分
は
給
与
を
減
額
さ
れ
る
が
、

休
日
や
手
当
て
な
ど
、
待
遇
は
、
休

業
取
得
し
な
い
者
と
同
等
。

③
退
職
せ
ず
に
、
多
様
な
働
き
方
が

で
き
、
フ
ル
タ
イ
ム
に
戻
る
こ
と
も

で
き
る
。

④
定
年
引
き
上
げ
な
の
で
、
部
分
休

業
で
あ
っ
て
も
退
職
金
の
算
出
対
象

に
な
り
、
加
算
さ
れ
る
。

①
定
数
内
の
配
置
に
な
る
の
で
、
後

補
充
が
つ
か
な
い
と
、
職
場
は
実
質

労
働
強
化
に
な
る
。

②
部
分
休
業
の
限
度
が
、
週
の
勤
務

時
間
数
の
二
分
の
一
ま
で
な
の
で
、

一
九
時
間
以
上
の
休
業
は
で
き
な
い
。
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部
分
休
業
の
メ
リ
ッ
ト

部
分
休
業
の
デ
メ
リ
ッ
ト

給与
フルタイムに

戻ること
退職金の支給対象 退職金が支給される時期 職場への影響

再任用短時間

勤務者

60歳までの約6割
住居手当や扶養手当なし

できない
６０歳過ぎてからの

期間は算定されない
６０歳を過ぎた年の年度末 複数の教職員を組み合わせて、定数にする

高齢者部分休業

取得者

60歳までの7割
住居手当や扶養手当がつく できる

６０歳過ぎてからの

期間も算定される 引き上げ後の定年の年度末

後補充がないと、部分休業の時間分だけ他の教職

員の負担が増し、取得者の職務も制限（担任が持

てないなど）される。

再任用短時間と高齢者部分休業の違い

参考

再任用短時間

勤務者（２級）

週当たり31時間

年収３６３万円

週当たり23時間15分
年収２７２万円

週当たり19時間30分
年収２２７万円

高齢者部分休業

取得者(2級146号)
週当たり31時間45分
年収４５６万円

週当たり23時間45分
年収３６６万円

週当たり19時間45分
年収３２９万円

再任用短時間と高齢者部分休業の年収（モデル）

高齢者部分休業だと年収が26～45％高く、

60歳を超えた年数も退職金に適用されます。

今
回
交
渉
で
は
、

①
職
場
へ
の
影
響
を
で
き
る
限
り
無

く
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学
校

現
場
に
お
け
る
実
態
を
配
慮
す
る
。

②
配
置
上
の
工
夫
に
つ
い
て
、
フ
ル

タ
イ
ム
を
含
め
た
後
補
充
を
検
討

す
る
。

③
予
算
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
財

政
関
係
部
局
と
し
っ
か
り
と
調
整

す
る
。

と
、
当
局
は
回
答
し
ま
し
た
。

具
体
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
埼
教
連

で
の
交
渉
事
項
に
な
り
ま
す
。


